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譲渡損失が生じた場合（その１）
（居住用をローンで買換える場合）

会社員ですが、６年前に自宅用のマンショ

ンを５,８００万円でロ一ンで購入しました。今

年、このマンションを売却してローンを返済

し、一戸建てに買い換えようと思いますが、

売却額は３，８００万円程度で２,０００万円の損失

が出そうです。この赤字は１回の確定申告で

控除しきれません。繰越控除はできますか。

と。なお平成１６年１月１日からは譲渡資産に残債が

なくても同特例の適用がOKとなりました。

買換資産に係る住宅借入金等

その年の１２月３１日において買換資産に係る住宅借

入金等を有すること。

住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等の要件と

同じです（Ｐ.４６参照）。

③繰越控除制度を受ける年の総所得金額が３,０００

万円以下であること。

�繰越控除制度と買換特例等は同時に適用を受け

ることはできませんが、住宅取得ローン控除は平

成１１年１月１日以後の譲渡に係る譲渡損失から

併用適用が認められます。

�平成１０年１月１日から平成２３年１２月３１日ま

での間に、所有期間５年超の居住用不動産（土地

は５００�までの部分に限る）を譲渡し、赤字が生

じた場合は確定申告で控除しきれない分をその後

３年間にわたって繰越控除できる「繰越控除制

度」を利用できます。この適用を受けるには以下

の条件を満たすことが必要です。

①譲渡した年の前年1月1日からその翌年中に居住

用の土地建物を買換え取得をし、その取得の年の

翌年中までに居住すること（買換資産は床面積５０

�以上）。

②買換え資産について一定の住宅ローンがあるこ

一定の条件を満たすと、居住用不動産の
譲渡損失は繰越控除ができます。

会社員Ａさんの平成２２年の給与収入は約７００万円で、給与所得控除後の金額を５１０万円に、
基礎控除等を控除した課税所得金額を３００万円とした場合、所得税２０万２,５００円が差し引かれ
ることになります。
今回マンションを３,８００万円で譲渡した場合、平成１４年に５,８００万円で取得したものでしたが
２,０００万円の損失が生じることになります。（減価償却や譲渡費用は省略）

＊上記の場合は、確定申告により給与所得から差し引かれていた所得税の全額が４年間還付され、
住民税は平成２３年分以降４年間課税されません。また、買換資産を取得し入居した場合に、原則
として、住宅ローン控除を１０年間受けることができます。平成２２年～２５年は繰越控除をうけるため、
平成２６年以後６年間にわたって住宅ローン控除の適用を受けることができることとなります。

①　給与所得に対する計算

〈所得税〉 , 300万円×10%－9万7,500円=20万2,500円

〈住民税〉317万5,000円×10%－ ,, 0円=31万7,500円

②　譲渡所得の計算

〈所得税〉3,800万円
（譲渡収入金額）

－5,800万
（取得金額）

円=△2,000万
（譲渡損失）

円

〈住民税〉3,800万円－5,800万円=△2,000万円

③　損益通算

〈所得税〉510万円－2,000万円=0円（→1,490万円）

〈住民税〉510万円－2,000万円=0円（→1,490万円）

④　損益通算後の計算

〈所得税〉 0円　　
（損益通算後の課税所得金額）

＝0円
（税額）

〈住民税〉 0円　　＝0円

⑤　還付される所得税と減額される住民税

〈所得税〉20万2,500円－0円＝20万2,500円　

〈住民税〉31万7,500円－0円＝31万7,500円　

⑥　平成２３年、給与所得が変わらなかった場合の
繰越控除

〈所得税〉510万円－1,490万円= 0円（→980万円）

〈住民税〉510万円－1,490万円＝0円（→980万円）

⑦　平成２４年、および２５年分の合計4年間の還付
される所得税と減額される住民税
（給与所得および税制が変わらなかった場合）

〈所得税〉20万2,500円×４年間分＝81万円

〈住民税〉31万7,500円×４年間分＝127万円

（損益通算後の
課税所得）

（損益通算後の
課税所得）

（次年度に繰越控除
できる額）

（次年度に繰越控除
できる額）
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（課税所得金額）

（給与の課税所得） （譲渡損失）

（税率） （給与所得の税額）（控除額）

（給与の課税所得） （譲渡損失）

（ 給 与 所 得 の 税 額） （税額） （還付される税金）

（減額される税金）


